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○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
九
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
定
期
報
告
を
要
し
な
い
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
建
築
物
等
を
定

め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

２

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
用
途
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

２

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
用
途
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
（
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福
祉

一

共
同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
（
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福
祉

法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る

法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
若
し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
若
し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
の
用
に
供

三
号
）
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。
）

す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


